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歩行者ファースト強化運動月間について 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、今年に入り本県では、道路横断中の歩行者が犠牲となる交通事故が多く発生しており

ます。その中でも、４月には由利本荘市の国道で、横断歩道を歩行中の女子中学生がバスには

ねられ亡くなるといった大変痛ましい事故も発生しております。 

 また、ＪＡＦが行った、信号機のない横断歩道における歩行者がいる場合の車両の一時停止

率も本県は低い状況です。 

 これらに加え、８月は子供たちが夏休み期間中となり、外を出歩く機会が多くなるタイミン

グでもあることから、当協会では８月の１カ月間を『歩行者ファースト強化運動月間』と設定

することと致しました。 

 ドライバーの見本となるべきトラックドライバーが、歩行者を守るための歩行者ファースト

の徹底を推進し、県民の交通安全意識の高揚になればと考えた取組みでもございます。是非本

件にご理解いただき、ドライバーへの啓蒙を実施していただければと存じます。 

 業務ご多忙の折大変恐縮でございますが、何卒よろしくお願い致します。 

謹白 

 

記 

□運動の重点  

 （１）横断歩道手前では減速し、横断しようとする歩行者がいる場合には、必ず一時停止を

する等、歩行者ファーストを徹底する。 

 （２）道路上のダイヤマーク※を見たら、アクセルから足を離して前方の横断歩道周辺に横

断者がいないかを確認する。 

   ※ダイヤマークは、その先に横断歩道や自転車横断帯があることを知らせるものです。 

 

□その他  

 ・強化運動月間の要項、ちらし、危険マップを添付しておりますのでご活用下さい。 

 ・歩行者ファースト意識の醸成を図るため、ノボリ、ステッカーを作成致しました。８月 

１週目、２週目をかけて協会職員でお配り致しますのでご活用下さい。 

  

以 上 


